
 

 

 

 

競争参加者の資格に関する公示 

  

令和８年度（仮称）西表島フィールドハウス基本・実施設計業務に係る設計共同体としての競

争参加者の資格（以下「設計共同体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法

等について、次のとおり公示します。  

  

令和８年３月６日 

  

分任支出負担行為担当官 

九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 大林 圭司 

 

１ 業務概要  

（１） 業務名  令和８年度（仮称）西表島フィールドハウス基本・実施設計業務 

（２） 業務内容 本業務の主な業務内容は以下のとおりである。 

・西表島フィールドハウス（仮称） 新築基本・実施設計 

RC＋木造 地上１階建て 地下階なし 延べ面積 約500㎡ 

建築基本・実施設計    一式 

地質調査・解析      一式 

展示実施設計       一式 

建物外構基本・実施設計  一式 

その他追加業務      一式 

（３） 履行期限 契約締結の翌日～令和９年３月 31 日 

  

２ 資格審査申請書類の受付期間及び受付場所  

（１）受付期間  

令和８年３月６日から令和８年３月 16日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、受

付時間は 9 時 00 分～16 時 00 分（12 時から 13 時を除く）まで。 

申請書等提出済みの設計共同体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の再提出につ

いては、競争参加資格がないと認めた者に対する理由の要求期限日までとする。  

（２）受付場所  

〒900-0022 

沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎１階 

九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所総務課調整係 

電   話 098-836-6400 

電子メ－ル nco-naha@env.go.jp 

（３）提出方法 

メール、持参又は郵送（書留郵便の配達記録（提出期限必着）が残るものに限る。）と



 

 

すること。  

（４）申請書等の作成に用いる言語 

申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。  

 

３ 設計共同体としての資格及びその審査  

（１）組合せ 

構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 

① 構成員の組合せは、環境省における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格

のうち建築関係建設コンサルタント業務を有する者の組合せとする。 

② 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 98 条

において準用する予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措

置要領」（令和 2 年 12 月 25 付け環境会第 2012255 号）に基づく指名停止を受けてい

る期間中でないこと。 

④ 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑤ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建築関係建設コンサルタント業務）若

しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、

又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。 

⑥営業に関し法律上必要な資格を有しない者でないこと。  

（２）業務形態  

① 構成員の分担業務が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかである

こと。 

② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、設計共同体協定

書において明らかであること。  

（３）代表者要件 

構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。  

（４）設計共同体の協定書  

設計共同体の協定書が、別紙１に示された「令和８年度（仮称）西表島フィールドハウス

基本・実施設計業務○○・○○設計共同体協定書」によるものであること。  

  

４ 一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取

扱い  

３（１）①の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も２により申請をするこ

とができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、３（１）

①の認定を受けていない構成員が３（１）①の認定を受けることが必要である。また、こ

の場合において、３（１）①の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書

の提出の時までに３（１）①の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がな



 

 

いと認定する。  

 

５ 資格審査申請書類  

（１）競争参加資格審査申請書（様式１） 

（２）環境省における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格のうち建築関係建設

コンサルタント業務の写し 

（３）設計共同体協定書の写し  

 

６ 資格審査結果の通知  

審査の結果、資格の合否についてはその旨通知する。 

 

７ 資格の有効期間  

６の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定に係る結果

通知の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以

外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。  

  

８ その他  

（１）設計共同体の名称は、「令和８年度（仮称）西表島フィールドハウス基本・実施設計業

務△△・××設計共同体」とする。 

 

 


